
 

愛南町では、空き家の有効活用と県外からの移住・定住を促進することにより地域の振興を図るた

め、県外からの移住者が空き家の住宅改修などを行う経費に対し、予算の範囲内で補助します。 

 

・かつて町内に居住した後、県外へ住所を移し、再び自らの意思で町内に転居した方（Ｕターン） 

・県外から新たに町内に転居した方（Ｉターン） 

 ※就学や転勤等、所属企業と関連のある企業への赴任による転居等は除かれます。 

 

 

・平成 28 年４月１日以後の県外からの移住者で、町内に５年以上居住する意思のあること（U・Ⅰ ターン

者） 

・次の要件のどちらかに該当すること 

①『働き手世帯』：構成員のうち少なくとも１人が 60歳未満の世帯 

②『子育て世帯』：構成員に、同居する 18歳未満の子どもがいる世帯 

※いずれも基準日は、町への補助金交付申請日となります。 

 

 

 

・県外からの移住者が、愛媛県空き家情報バンク・愛南町空き家バンクに登録された物件で、居住を目的とし

て購入・賃借した一戸建て住宅 

 

 

 
区     分 補助率及び補助限度額 

住宅の改修 
住宅本体、住宅本体以外の改修

（住宅本体とセット） 

働 き 手 世 帯 
構成員のうち少なくとも

１人が 60歳未満の世帯 

○ 補助率：経費の２／３ 

○ 補助限度額：２００万円 

（注）50万円以上の改修に限る 

子 育 て 世 帯 
構成員に同居する 18 歳

未満の子どもがいる世帯 

○ 補助率：経費の２／３ 

○ 補助限度額：４００万円 

（注）50万円以上の改修に限る 

家財道具の搬出等 
入居・改修のために必要な家

財道具の搬出・処分、清掃 

働 き 手 世 帯 
子 育 て 世 帯 

○ 補助率：経費の２／３ 

○ 補助限度額：２０万円 

 （注）5万円以上の搬出等に限る 

 
 
○注意事項 
・事前相談が必要です。 

・住宅改修等を行ったあと、5年未満の転居や住宅の取り壊し、売却、賃貸等を行った場合は、補助金を返還

していただく場合があります。 

・改修工事の施工業者は、町内の事業者が条件となります。 

・要件や手続き等、詳しくは「企画財政課 企画調整係（℡72-7317）」までお問い合わせください。 

２ 補助の対象者 

３ 対象住宅 

４ 支援内容 

１ 移住者の定義 

愛南町移住者住宅改修支援事業のお知らせ 



 

 

 

 

 

町
（企画財政課）

移住者
（補助対象者）

民間事業者

愛南町移住者住宅改修支援事業のフロー

事前相談

見積書の作成依頼

事前協議

交付申請書の提出

工事等の受注・開始

交付請求書の提出交付請求書の受理

補助金確定通知書の交付 補助金確定通知書の受理

実績報告書の提出実績報告書の受理

交付申請書の受理

交付決定書の受理交付決定通知書の交付

工事等の発注

工事等の完了

工事費等の支払い 工事費等の請求

見積書の作成

見積書の受理 見積書の提出

内容審査

内容審査・現地確認等


